
第129期
定時株主総会
招集ご通知

日 時
2023年５月25日（木曜日）
午前10時

場 所
大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号
都シティ 大阪天王寺 ６階 吉野の間

決 議 事 項

第１号議案　剰余金の処分の件

第２号議案　取締役９名選任の件
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会社法の改正に伴い、2022年９月１日に電子提
供制度が導入されましたが、当社は株主の皆様
への情報提供を重視し、当面の間、書面交付請
求の有無にかかわらず、従来どおり、株主総会
資料等を書面で送付することとしております。

　

証券コード　8244

株式会社近鉄百貨店



（証券コード：8244）
2023年５月８日

株主の皆様へ
大阪市阿倍野区阿倍野筋１丁目１番43号

株式会社近鉄百貨店
取締役社長 秋田　拓士

【当社ウェブサイト】
https://www.d-kintetsu.co.jp/corporate/ir/soukai.php

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第129期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
　さて、当社第129期定時株主総会を後記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）について電子提供措置
をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに「第129期定時株主総会招集ご通知」として掲載してお
りますので、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「近鉄百貨店」または「コード」に当社
証券コード「8244」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある
「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、書面または電磁的方法（インターネット）によって議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、３ページの「議決権行使についてのご案内」
にしたがって2023年５月24日（水曜日）午後６時35分までに議決権を行使くださいますようお願い申しあげます。

敬　具
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１．日　　　時 2023年５月25日（木曜日） 午前10時
２．場　　　所 大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号　都シティ 大阪天王寺　６階　吉野の間
３．目 的 事 項

　報 告 事 項 第129期（2022年３月１日から2023年２月28日まで）事業報告、連結計算書類および計算
書類の内容ならびに会計監査人および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

　決 議 事 項
　　第１号議案
　　第２号議案

剰余金の処分の件
取締役９名選任の件

４．議決権の行使等についてのご案内

・事業報告の「取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他企業集団の業務
　の適正を確保するための体制ならびに当該体制の運用状況の概要」
・連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」および「連結注記表」
・計算書類の「株主資本等変動計算書」および「個別注記表」

（１）交付書面から一部記載を省略している事項
　　　電子提供措置事項に記載すべき事項のうち、次の事項につきましては、法令および当社定款第16条第２項の規定

に基づき、書面交付請求をされた株主様に交付する書面には記載しておりません。したがって、電子提供措置事項
に記載の内容は、監査役および会計監査人がそれぞれ監査報告および会計監査報告を作成するに当たって監査し
た事業報告、連結計算書類および計算書類の一部であります。

（２）議決権行使書に賛否の意思表示がない場合の取扱い
　　　各議案につき賛否の表示のない場合は、賛成の意思表示があったものとしてお取扱いいたします。
（３）書面ならびにインターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
　　　書面とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有

効とさせていただきます。
（４）インターネットによる議決権行使が重複してなされた場合の取扱い
　　　インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただ

きます。
（以　上）

記

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申しあげます。
◎電子提供措置事項に修正すべき事項が生じた場合は、当社ウェブサイトおよび東京証券取引所ウェブサイトに掲載

させていただきます。
◎定時株主総会決議ご通知は、株主総会後に当社ウェブサイトに掲載させていただきます。
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議決権行使についてのご案内

インターネットで議決権を行使される場合
パソコンまたはスマートフォンから議決権行使ウェブサイト
（https://evote.tr.mufg.jp/）にアクセスし、同封の議決権行使書用
紙に記載された「ログインID」および「仮パスワード」をご入力いた
だき、画面の案内にしたがって議案に対する賛否をご入力ください。

行使期限
　

2023年５月24日（水曜日）
午後６時35分入力完了分まで

　　

書面（郵送）で議決権を行使される場合
同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示のうえ、切手を貼
らずにご投函ください。

行使期限
　

2023年５月24日（水曜日）
午後６時35分到着分まで

　　

株主総会にご出席される場合
同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

日時
　

2023年５月25日（木曜日）午前10時
　

議決権は、以下の３つの方法により行使いただくことができます。

※ 書面（郵送）とインターネットにより重複して議決権を行使された場合は、インターネットによる議決権行使の内容を有効とさ
せていただきます。

※ インターネットにより複数回にわたり議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効とさせていただきます。
※ 書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がない場合は、賛成の意思表示
があったものとしてお取扱いいたします。
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インターネットによる議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法 ログインID・仮パスワードを
入力する方法

議決権行使書用紙に記載のログインID、仮パスワードを入力するこ
となく、議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

議決権行使
ウェブサイト https://evote.tr.mufg.jp/

　議決権行使書用紙に記載のQRコードを読み取ってください。1

以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。2

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

XXXX-XXXX-XXXX-XXX

XXXXX

1.　

2.　

○○○○○○○

議　決　権　の　数
議 　 決 　 権 　 の 　 数

基準日現在のご所有株式数

株　主　総　会　日

××××年××月××日

XX 個

御中○○○○○○○
議 決 権 行 使 書

XX 個

XX 株

ログイン用QRコード
ログインID

仮パスワード

見本

見本

以降は画面の案内にしたがって賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

新しいパスワードを登録してください。3

「新しいパスワード」
を入力

「送信」をクリック

議決権行使書用紙に記載された「ログインID・仮パスワード」
を入力しクリックしてください。

2

「ログインID・仮パス
ワード」を入力

「ログイン」を
クリック

※操作画面はイメージです。

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部　ヘルプデスク
0120－173－027

（通話料無料／受付時間 午前９時～午後９時）　
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株主総会参考書類

第１号議案 剰余金の処分の件

当社普通株式１株につき 10円
総額 403,764,490円

１．配当財産の種類
　金銭といたします。

２．株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

３．剰余金の配当が効力を生じる日
　2023年５月26日

議案および参考書類

期末配当に関する事項
　当社の利益配分につきましては、将来の事業展開に備え財務体質の強化を図る一方で、業績や経済情
勢などを総合的に勘案し、安定的な配当を目指していくこととしております。
　第129期の期末配当につきましては、当期の業績および今後の事業展開等を勘案して、以下のとおり
とさせていただきたいと存じます。
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第２号議案 取締役９名選任の件

候補者
番　号 氏　名 当社における現在の地位

１ あ き

秋
 

 
た

田
 

　
 

　
た く

拓
 

 
じ

士 取締役社長　社長執行役員 再任
　

２ や

八
 

 
ぎ

木
 

　
 

　
 

　
 

 
て つ

徹 取締役　常務執行役員 再任
　

３ こ

小
 

 
ばやし

林
 

　
 

　
て つ

哲
 

 
や

也 取締役 再任
　

４ む か

向
 

 
い

井
 

　
 

　
と し

利
 

 
あ き

明 取締役 再任 社外 独立
　

５ よ し

吉
 

 
か わ

川
 

　
 

　
い ち

一
 

 
ぞ う

三 取締役 再任 社外 独立
　

６ ひ ろ

廣󠄁
 

 
せ

瀬
 

　
 

　
きょう

恭
 

 
こ

子 取締役 再任 社外 独立

　

７ ち

千
 

 
は ら

原
 

　
 

　
ま さ

昌
 

 
か ず

和 常務執行役員 新任
　

８ な が

長
 

 
の

野
 

　
 

　
き み

公
 

 
と し

俊 常務執行役員 新任
　

９ か じ

梶
 

 
ま

間
 

　
 

　
た か

隆
 

 
ひ ろ

弘 常務執行役員 新任
　

再任 再任取締役候補者 新任 新任取締役候補者 社外 社外取締役候補者 独立 東京証券取引所の定めに基づく
独立役員

　本総会終結の時をもって、取締役９名全員が任期満了となりますので、取締役９名の選任をお願いいたしたいと存
じます。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号 １

あ き

秋
た

田
 

　
た く

拓
じ

士（1956年５月８日生）
　

再任
　

略歴および地位

1981年    4 月 旧株式会社近鉄百貨店入社
    2011年    6 月 株式会社近鉄リテールサービス（現株式会社

近鉄リテーリング）専務取締役営業本部長
    2013年    5 月 当社執行役員
    2014年    5 月 当社取締役　常務執行役員
    2015年    5 月 当社取締役　専務執行役員
    2019年    5 月 当社取締役社長　社長執行役員（現在）

●所有する当社株式数
4,100株

▶ 取締役候補者とした理由

　営業部門全般を担任する専務執行
役員を経て、現在は社長執行役員と
して当社グループの経営を担ってお
り、流通・小売業における豊富な業
務経験ならびに経営全般に関する知
見を有していることから、適任であ
ると判断いたしました。　

候補者
番　号 ２

や

八
ぎ

木　　
て つ

徹（1960年２月27日生）
　

再任
　

略歴および地位

    1984年    4 月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ
ールディングス株式会社）入社

    2012年    11月 同社総合戦略室経営戦略部長
    2016年    6 月 株式会社海遊館専務取締役
    2017年    6 月 近鉄不動産株式会社取締役経理本部長
    2019年    6 月 同社常務取締役経理本部長
    2020年    9 月 当社常務執行役員
    2021年    5 月 当社取締役　常務執行役員（現在）

●担当
業務本部長

●所有する当社株式数
1,500株

▶ 取締役候補者とした理由

　近鉄グループ会社において主に経
理・財務関連業務に従事し、現在当
社業務本部長を務めるなど、同業務
に関する専門的知識および豊富な業
務経験を有していることから、適任
であると判断いたしました。　
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候補者
番　号 ３

こ

小
ば や し

林
 

　
て つ

哲
や

也（1943年11月27日生）
　

再任
　

略歴および地位

    1968年    4 月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ
ールディングス株式会社）入社

    2001年    6 月 同社取締役
    2003年    6 月 同社常務取締役
    2005年    6 月 同社専務取締役
    2007年    5 月 当社取締役
    2007年    6 月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ

ールディングス株式会社）取締役社長
三重県観光開発株式会社取締役社長

    2013年    6 月 同社取締役会長（2016年６月まで）
    2015年    1 月 近畿日本鉄道分割準備株式会社（現近畿日

本鉄道株式会社）取締役会長
    2015年    4 月 近鉄グループホールディングス株式会社

　　　　　　　取締役会長
近鉄不動産株式会社取締役会長

    2015年    5 月 当社取締役会長
    2019年    5 月 当社取締役（現在）
    2019年    6 月 近畿日本鉄道株式会社取締役（現在）

近鉄不動産株式会社取締役（現在）
    2020年    6 月 近鉄グループホールディングス株式会社

　　　　　　　取締役会長 グループＣＥＯ（現在）

●重要な兼職の状況
近鉄グループホールディングス株式会社
取締役会長 グループＣＥＯ
近鉄不動産株式会社取締役
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社取締役
関西電力株式会社取締役

●所有する当社株式数
2,200株

▶ 取締役候補者とした理由

　経済人としての豊富な経営経験と
高い見識を持つだけでなく、親会社
である近鉄グループホールディング
ス株式会社の役員を兼任しており、
経営監督機能の強化およびグループ
企業との連携による相乗効果が期待
されることから、適任であると判断
いたしました。　
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候補者
番　号 ４

む か

向
い

井
 

　
と し

利
あ き

明（1946年10月19日生）
　

再任 社 外 独 立
　

略歴および地位

    1969年    4 月 関西電力株式会社入社
    2001年    6 月 同社取締役
    2007年    6 月 同社取締役副社長
    2012年    6 月 関電不動産株式会社（現関電不動産開発株

式会社）取締役会長
    2012年    8 月 同社取締役会長　兼　社長
    2013年    6 月 同社取締役会長
    2016年    5 月 当社取締役（現在）
    2018年    6 月 関電不動産開発株式会社相談役
    2019年    6 月 関西電力株式会社顧問（現在）

●重要な兼職の状況　　　　　　　　　●所有する当社株式数
　関西電力株式会社顧問　　　　　　　　100株
●当社社外取締役在任年数

本総会終結の時をもって７年となります。

▶ 社外取締役候補者とした理由
    および期待される役割の概要
　関電不動産開発株式会社の取締役
会長を経て、現在関西電力株式会社
の顧問を務め、経済人として豊富な
経営経験と高い見識を有し、また当
社グループから独立した立場で当社
グループ経営への助言をいただくこ
とが期待できることから、適任であ
ると判断いたしました。また、取締
役会の諮問機関として設置している
指名・報酬委員会の委員として、取
締役候補者の指名および経営陣幹部
の選解任プロセスならびに取締役報
酬の決定プロセスに関与していただ
くことを期待しております。　

候補者
番　号 ５

よ し

吉
か わ

川
 

　
い ち

一
ぞ う

三（1946年５月20日生）
　

再任 社 外 独 立
　

略歴および地位

    1970年    4 月 住江織物株式会社入社
    1997年    8 月 同社取締役
    2000年    8 月 同社取締役退任

同社上席執行役員
    2002年    8 月 同社取締役
    2005年    8 月 同社取締役社長
    2016年    5 月 当社取締役（現在）
    2016年    6 月 住江織物株式会社取締役会長
    2016年    7 月 同社取締役会長　兼　社長
    2021年    8 月 同社取締役会長
    2022年    8 月 同社相談役（現在）

●重要な兼職の状況　　　　　　　　　●所有する当社株式数
住江織物株式会社相談役　　　　　　　100株

●当社社外取締役在任年数
本総会終結の時をもって７年となります。

▶ 社外取締役候補者とした理由
    および期待される役割の概要
　住江織物株式会社の取締役会長を
経て、現在同社の相談役を務め、経
済人として豊富な経営経験と高い見
識を有し、また当社グループから独
立した立場で当社グループ経営への
助言をいただくことが期待できるこ
とから、適任であると判断いたしま
した。また、取締役会の諮問機関と
して設置している指名・報酬委員会
の委員として、取締役候補者の指名
および経営陣幹部の選解任プロセス
ならびに取締役報酬の決定プロセス
に関与していただくことを期待して
おります。
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候補者
番　号 ６

ひ ろ

廣󠄁
せ

瀬　
き ょ う

恭
こ

子（1959年3月27日生）
　

再任 社 外 独 立
　

略歴および地位

    1982年    3 月 株式会社広瀬製作所入社
    1983年    3 月 同社取締役
    2001年    12月 同社取締役社長（現在）
    2020年    11月 大阪商工会議所副会頭（現在）
    2022年    5 月 当社取締役（現在）

●重要な兼職の状況　　　　　　　　　●所有する当社株式数
株式会社広瀬製作所取締役社長　　　　0株

●当社社外取締役在任年数
本総会終結の時をもって1年となります。

▶ 社外取締役候補者とした理由
    および期待される役割の概要
　現在株式会社広瀬製作所の取締役
社長のほか大阪商工会議所の副会頭
を務め、経済人として豊富な経営経
験と高い見識を有し、また当社グル
ープから独立した立場で当社グルー
プ経営への助言をいただくことが期
待できることから、適任であると判
断いたしました。また、取締役会の
諮問機関として設置している指名・
報酬委員会の委員として、取締役候
補者の指名および経営陣幹部の選解
任プロセスならびに取締役報酬の決
定プロセスに関与していただくこと
を期待しております。　

候補者
番　号 ７

ち

千
は ら

原　
ま さ

昌
か ず

和（1960年12月18日生）
　

新任
　

略歴および地位

    1984年    4 月 旧株式会社近鉄百貨店入社
    2018年    5 月 近畿配送サービス株式会社取締役社長

（2021年5月まで）
    2019年    5 月 当社執行役員
    2021年    5 月 当社常務執行役員（現在）

●担当
百貨店事業本部奈良店長

●所有する当社株式数
2,000株

▶ 取締役候補者とした理由

　主に営業関連業務に従事し、当社
子会社社長を経て、現在百貨店事業
本部奈良店長を務めるなど、同業務
に関する豊富な知識および業務経験
を有していることから、適任である
と判断いたしました。　
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候補者
番　号 ８

な が

長
の

野
 

　
き み

公
と し

俊（1967年12月17日生）
　

新任
　

略歴および地位

    1990年    4 月 近畿日本鉄道株式会社（現近鉄グループホ
ールディングス株式会社）入社

    2012年    11月 株式会社近鉄リテールサービス（現株式会社近鉄
リテーリング）企画部ゼネラルマネージャー

    2014年    8 月 当社営業統括本部営業戦略部長　兼　営業
推進部長

    2019年    5 月 当社執行役員
    2020年    5 月 当社常務執行役員（現在）

●担当 ●所有する当社株式数
総合企画本部長 2,000株

▶ 取締役候補者とした理由

　近鉄グループ会社および当社にお
いて主に企画開発、営業関連業務に
従事し、現在総合企画本部長を務め
るなど、当社業務に関する豊富な知
識および業務経験を有していること
から、適任であると判断いたしまし
た。　

候補者
番　号 ９

か じ

梶
ま

間
 

　
た か

隆
ひ ろ

弘（1962年2月23日生）
　

新任
　

略歴および地位

    1984年    4 月 株式会社中部近鉄百貨店入社
    2015年    5 月 当社四日市店長
    2018年    5 月 当社執行役員
    2022年    5 月 当社常務執行役員（現在）

●担当 ●所有する当社株式数
営業政策本部長 1,200株

▶ 取締役候補者とした理由

　主に営業関連業務に従事し、百貨
店事業本部四日市店長を経て、現在
営業政策本部長を務めるなど、同業
務に関する豊富な知識および業務経
験を有していることから、適任であ
ると判断いたしました。　

(注) １．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
２．向井利明氏、吉川一三氏および廣󠄁瀬恭子氏は、社外取締役候補者であります。
３．当社は、会社法第427条第１項および定款第28条の規定により、向井利明氏、吉川一三氏および廣󠄁瀬恭子氏との間で同

法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める
額としております。各氏の再任が承認された場合、当社は各氏との間の当該契約を継続する予定であります。

４．当社は、優秀な人材確保、役員の職務の執行における萎縮防止のため、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠
償責任保険契約を保険会社との間で締結しており、2023年６月更新の予定であります。本議案において各候補者の選任
が承認された場合には、当該保険契約の被保険者となります。当該保険契約では、被保険者が会社の役員としての業務に
つき行った行為または不作為に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害を塡補す
ることとされています。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は塡補されない
など、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しております。

５．当社は、東京証券取引所に対し、向井利明氏、吉川一三氏および廣󠄁瀬恭子氏を独立役員として届け出ております。
６．秋田拓士氏、八木徹氏、小林哲也氏、千原昌和氏および長野公俊氏の過去10年間および現在の近鉄グループホールディ

ングス株式会社および同社の子会社における業務執行者としての地位および担当は、「略歴および地位」欄に記載のとお
りであります。

（以　上）
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事業報告（2022年３月１日から2023年２月28日まで）

百貨店業

１. 企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過およびその成果
　当期のわが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限が徐々に緩和され、社会経済活動が正
常化に向かい、景気が持ち直していくことが期待された一方で、感染再拡大や物価上昇、世界的な金融引
締めなどにより、先行き不透明な状況が続きました。百貨店業界におきましては、緊急事態宣言下におけ
る店舗臨時休業の反動と、行動制限の緩和等による外出機会の増加があり、消費マインドの回復がみら
れ、全国百貨店売上高は大都市を中心に好調に推移いたしました。
　このような状況の下、当社グループは、「中期経営計画(2021－2024年度)」において長期ビジョンと
して掲げた「くらしを豊かにするプラットフォーマー」を目指し、あべの・天王寺エリアの魅力最大化な
ど４つの基本方針に基づく諸施策を強力に推進するとともに、各事業における収益力向上に懸命の努力を
払いました。
　事業のセグメント別業績は、次のとおりであります。なお、前期まで「その他事業」に含まれていた
「不動産業」について、その重要性が増したことから、当期より、セグメントを「百貨店業」「卸・小売
業」「内装業」「不動産業」「その他事業」の５セグメント（従来は「百貨店業」「卸・小売業」「内装
業」「その他事業」の４セグメント）に変更しております。このため、前期との比較については、セグメ
ント変更後の数値に組み替えて比較を行っております。

　百貨店業におきましては、お客様の安全確保を第一とし、全店において感染症拡大防止の対策を徹底し
ながら営業を継続するとともに、収益力および集客力の強化に注力いたしました。まず、あべのハルカス
近鉄本店については、特選ブランドの強化を図るため、タワー館１階特選洋品売場に「セリーヌ」を導入
するとともに、「ロエベ」のリニューアルを実施いたしました。また、ウイング館５階婦人服売場に、
衣・食・住・サービスを混在させた売場である「スクランブルＭＤ」の第二弾として、食のセレクトショ
ップを含む「いろどりマルシェ」を導入したほか、当社フランチャイズ事業として、タワー館12階レス
トランフロアに、新業態のフルーツカフェ「フルフルール」の第一号店を導入し収益源の確保に努めてま
いりました。さらには、百貨店の強みである食料品売場の魅力向上のため、タワー館地下１階洋菓子売場
に西日本初となる「ザ・マスターｂｙバターバトラー」や「あげもちｃｏｃｏｒｏ」など５店舗を導入し
たほか、新型コロナウイルス感染症の影響により開催することができなかった集客催事を再開し、３年ぶ
りの開催となった秋の「大北海道展」では、連日多くのお客様にご来店いただきました。
　次に、地域中核店・郊外店においては、地域生活に「なくてはならない存在」を目指し、生活機能、商
業機能、コミュニティ機能を融合した「タウンセンター化」への変革を推進するとともに、フランチャイ
ズ事業を積極的に拡充するなど、地域特性に応じた改装を実施したほか、大型専門店を導入するなど収益
力の安定およびローコスト運営への転換を図ってまいりました。奈良店では、２階ファッションフロアに
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卸・小売業

内装業

不動産業

その他事業

本店で好評を博している「北海道どさんこプラザ」やフランチャイズ事業の新業態であるライフスタイル
雑貨を取り扱う「ハンプティーダンプティー」などの新ショップを組合せ、フロア全体で「スクランブル
ＭＤ」を取り入れた改装を実施したほか、四日市店においては、ハンズとの協業による「Plugs 
Market(プラグスマーケット)」を導入し、地域共創に取り組みました。
　これらの諸施策を推進した結果、前年の緊急事態宣言下での店舗臨時休業の反動増と、外商売上やイン
バウンド売上が好調に推移したことにより、グループ会社との取引を消去した連結上の売上高は894億
76百万円（前期比11.8％増）、営業利益は５億94百万円（前期は22億14百万円の営業損失）となりまし
た。

　卸・小売業におきましては、株式会社ジャパンフーズクリエイトにおいて、サーモンなど水産物の価格
上昇等により減収となったため、連結上の売上高は127億32百万円（前期比4.3％減）、営業利益は４億
46百万円（同8.4％減）となりました。

　内装業におきましては、株式会社近創で工事受注が順調に推移するとともにコスト削減に努めた結果、
連結上の売上高は19億13百万円（前期比26.2％増）、営業利益は２億23百万円（同376.9％増）となり
ました。

　不動産業におきましては、賃貸収入により、連結上の売上高は２億87百万円（前期比1.0％減）、営業
利益は２億７百万円（同5.3％減）となりました。

　その他事業におきましては、連結上の売上高は34億38百万円（前期比13.3％増）、営業利益は１億75
百万円（同58.9％増）となりました。

　以上の結果、当社グループの業績につきましては、売上高は1,078億48百万円（前期比9.9％増）、営
業利益は15億66百万円（前期は13億99百万円の営業損失）となり、雇用調整助成金などを営業外収益
に計上したことにより経常利益は19億45百万円（前期は５億72百万円の経常損失）となりました。これ
に法人税等を加減した結果、親会社株主に帰属する当期純利益は18億93百万円（前期は７億75百万円の
親会社株主に帰属する当期純損失）となりました。
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売上高 営業利益

第129期 第128期

1,078億48百万円 981億46百万円
　

第129期 第128期

15億66百万円 △13億99百万円
　

経常利益 親会社株主に帰属する当期純利益

第129期 第128期

19億45百万円 △5億72百万円
　

第129期 第128期

18億93百万円 △7億75百万円
　

　当社個別の業績につきましては、前述のグループの業績と同様の理由により売上高は、911億55百万
円（前期比11.7％増）となり、営業利益は８億96百万円（前期は18億72百万円の営業損失）、経常利益
は11億７百万円（前期は13億58百万円の経常損失）、当期純利益は14億87百万円（前期は11億50百
万円の当期純損失）となりました。

　なお、２期連続の無配により、株主の皆様には多大のご迷惑をおかけいたしましたが、当期につきまし
ては、３期ぶりに期末配当を実施する予定といたしております。

（注） 1．第128期より「収益認識に関する会計基準」等を早期適用しております。
　　　 2．△は損失を示しております。
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店　別 金　額 構成比 前期比

あべのハルカス近鉄本店 (Hoop等を含む) 49,409
百万円

54.3
％

119.2
％

上本町店 7,640 8.4 114.9
東大阪店 885 1.0 101.9
奈良店 8,150 8.9 96.8
橿原店 4,318 4.7 96.9
生駒店 2,390 2.6 101.1
和歌山店 6,134 6.7 101.8
草津店 3,981 4.4 102.3
四日市店 6,561 7.2 105.1
名古屋店 (近鉄パッセ) 1,682 1.8 130.2

合　計 91,155 100.0 111.7

商品別 金　額 構成比 前期比

衣料品 15,695
百万円

17.2
％

108.8
％

身回品 6,833 7.5 118.3
雑貨 25,499 28.0 115.1
家庭用品 1,942 2.1 100.9
食料品 29,699 32.6 108.8
食堂・喫茶 551 0.6 118.3
その他 10,933 12.0 114.0

合　計 91,155 100.0 111.7

当社の店別売上高

当社の商品別売上高
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(2) 対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、５月８日には新型コロナウイルス感染症が５類感染症に変更され、感
染対策の大幅な緩和により外出機会が増加し、個人消費の持ち直しが見込まれる一方、ロシア・ウクラ
イナ情勢の長期化による資源・エネルギーコストの高騰などにより、依然として予断を許さない状況が
続くものと思われます。
　このような状況の下、当社グループは中期経営計画に基づき、引き続き「豊かなくらしと価値ある生
活文化の創造」に邁進し、企業価値の向上を図ってまいります。
　主力の百貨店業におきましては、アフターコロナの成長戦略として、あべの・天王寺エリアの魅力最
大化の取組みを加速させてまいります。具体的には旗艦店である、あべのハルカス近鉄本店において
は、国内外を問わず広域から多くのお客様にご来店していただける都市型総合百貨店を目指し、同業他
社と同質化しているファッションフロアに「スクランブルＭＤ」の第三弾として、タワー館５階に美容
と健康をテーマとした「美ｓｉｏｎ Ｔｅｒｒａｃｅ（ビジョンテラス）」を本年４月に新設するととも
に、今秋にはタワー館１階特選洋品売場に新規ショップを導入するなど、あべの・天王寺エリアの魅力
向上に努めてまいります。
　次に地域中核店・郊外店においては、「タウンセンター化」への変革をより一層加速させることによ
り、収益力の安定とローコスト運営への転換を図ってまいります。そのために、上層階には大型専門店
やオフィスなどを、中層階には「スクランブルＭＤ」を取り入れた新規ショップを導入するとともに、
低層階では食料品売場を充実させてまいります。

さらに、百貨店の強みの収益事業化の一つとして強化している、フランチャイズ事業においては、本
年４月に、当社では初となる本格的なレストラン事業「ベビーフェイス スカイテラス あべのハルカス
店」を導入するなど、今後も新たな業態に積極的にチャレンジし、収益事業化への取組みを一層推進す
ることで、中期経営計画の最終年度の目標として掲げる売上高150億円を前倒して達成し、200億円を
目指してまいります。
　これに加え、ＥＳＧ経営を推進するため、「北海道どさんこプラザ」などのアンテナショップに関す
る運営ノウハウを活かし、各地の行政や関係者と新たな価値を共に創造し発信する「地方創生事業」を
スタートさせるほか、需要が高く高付加価値商品でありながら生産者が減少している「いちご」の生産
にも自ら着手し、百貨店の強みである販売チャネルをさらに活用、拡大し、高収益を確保することはも
ちろんのこと、地域との結びつきをより深め、就農人口減少などの問題にも取り組み、企業価値向上に
努めてまいります。
　当社は、以上の施策にグループ一丸となって取り組み、もって業績の向上を図る所存ですので、株主
の皆様におかれましては、何卒、今後とも倍旧のご支援とご鞭撻を賜りますよう心からお願い申しあげ
ます。

(3) 設備投資の状況
　当社グループが当期に実施した設備投資の総額は29億11百万円であります。その主なものは、各店
における売場改装工事ならびに施設改修工事であります。

(4) 資金調達の状況
　当社グループは当期において、主に自己資金および金融機関からの借入金により必要な資金をまかな
いました。

(5) 事業の譲渡または譲受け、吸収合併、会社分割、他の会社の株式の取得または処分等の状況
　該当する事項はありません。
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区 分 第126期
2019年度

第127期
2020年度

第128期
2021年度

第129期
2022年度

売 上 高 (百万円) 283,466 218,351 98,146 107,848

経 常 利 益 (百万円) 4,479 △1,293 △572 1,945
親会社株主に帰属
する当期純利益 (百万円) 3,225 △4,949 △775 1,893

１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 79.87 △122.58 △19.21 47.38

総 資 産 (百万円) 130,512 123,420 119,384 118,343

純 資 産 (百万円) 38,843 33,643 33,311 34,586

区 分 第126期
2019年度

第127期
2020年度

第128期
2021年度

第129期
2022年度

売 上 高 (百万円) 258,580 197,002 81,643 91,155

経 常 利 益 (百万円) 3,360 △1,731 △1,358 1,107

当 期 純 利 益 (百万円) 2,556 △5,072 △1,150 1,487
１ 株 当 た り
当 期 純 利 益 (円) 63.31 △125.63 △28.50 37.23

総 資 産 (百万円) 120,025 116,017 112,220 111,258

純 資 産 (百万円) 34,801 29,262 28,197 29,391

(6) 財産および損益の状況の推移
①　企業集団の財産および損益の状況の推移

(注) 1.　第128期より「収益認識に関する会計基準」等を早期適用しております。
2．△印は損失を示しております。
3．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。なお、第129期
においては自己株式に「株式需給緩衝信託®」が保有する当社株式を含めております。

②　当社の財産および損益の状況の推移

(注) 1.　第128期より「収益認識に関する会計基準」等を早期適用しております。
2．△印は損失を示しております。
3．１株当たり当期純利益は、自己株式を控除した期中平均発行済株式総数に基づき算出しております。なお、第129期
においては自己株式に「株式需給緩衝信託®」が保有する当社株式を含めております。
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会　社　名 資本金 当社の持株比率 主要な事業内容
百万円 ％

株式会社近鉄友の会 70 100.0 前払式特定取引業

株式会社シュテルン近鉄 100 100.0 自動車販売業

株式会社ジャパンフーズクリエイト 100 100.0 食料品卸・小売業

株式会社近創 50 100.0 内装業

近畿配送サービス株式会社 30 100.0 運送業

株式会社Ｋサポート 25 100.0 労働者派遣業

(7) 重要な親会社および子会社の状況（2023年２月28日現在）
①　親会社との関係
　当社の親会社は近鉄グループホールディングス株式会社であります。同社は、同社の子会社が保
有する当社株式および同社の子会社が退職給付信託に拠出した当社株式を含め、当社の議決権の
69.4％を保有しております。
　また、当社の取締役１名および監査役１名は、同社の取締役であります。

②　親会社との間の取引に関する事項
　当社は、同社との間にキャッシュマネジメントシステムによる資金の貸付けおよび借入れの取引
関係があります。
　当該取引の実施に当たっては、市場金利等を勘案して利率を合理的に決定していることから、そ
の取引条件は、いずれも妥当なものであり、当社取締役会は、当該取引が当社の利益を害するもの
でないと判断しております。

③　重要な子会社の状況

(8) 主要な事業内容（2023年２月28日現在）
①　百貨店業（百貨店業、前払式特定取引業）

②　卸・小売業（自動車販売業、食料品卸・小売業）

③　内装業

④　不動産業

⑤　その他事業（運送業、労働者派遣業）
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名称 所在地
あべのハルカス近鉄本店 (Ｈｏｏｐ等を含む) 大阪市阿倍野区

上本町店 大阪市天王寺区

東大阪店 大阪府東大阪市

奈良店 奈良県奈良市

橿原店 奈良県橿原市

生駒店 奈良県生駒市

和歌山店 和歌山県和歌山市

草津店 滋賀県草津市

四日市店 三重県四日市市

名古屋店(近鉄パッセ) 名古屋市中村区

会社名 所在地
株式会社近鉄友の会 大阪市阿倍野区

株式会社シュテルン近鉄 大阪市城東区

株式会社ジャパンフーズクリエイト 大阪府松原市

株式会社近創 大阪市阿倍野区

近畿配送サービス株式会社 大阪府八尾市

株式会社Ｋサポート 大阪市天王寺区

(9) 主要な営業所（2023年２月28日現在）

①　当社の主要な店舗

②　子会社の主要な営業所
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事業別 従業員数 (前期末比増減)
名

百貨店業 1,539 (54名減)

卸・小売業 208 (13名減)

内装業 103 (６名減)

不動産業 － （－）

その他事業 292 (10名減)
合計 2,142 (83名減)

従業員数 (前期末比増減) 平均年齢 平均勤続年数
1,523名 (55名減) 46.4歳 22.6年

(10) 従業員の状況（2023年２月28日現在）

①　企業集団の従業員の状況

(注) １．上記従業員のほかに、契約社員およびパートタイマー等2,316名（期中平均）がおります。
２．不動産業は、百貨店業の従業員が兼務しているため、人数を記載しておりません。

②　当社の従業員の状況

(注) １．上記従業員数は、受入出向社員を含み他社への出向社員を含んでおりません。
２．上記従業員のほかに、契約社員およびパートタイマー等1,264名（期中平均）がおります。

借　　入　　先 借　　入　　額
百万円

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 3,535

株式会社りそな銀行 1,350

三井住友信託銀行株式会社 1,185

(11) 企業集団の主要な借入先（2023年２月28日現在）
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２．会社の株式に関する事項（2023年２月28日現在）

(1) 発行可能株式総数 100,000,000株

(2) 発行済株式の総数 40,437,940株(自己株式61,491株を含む。)

(3) 株主数 21,974名(前期末比3,597名増)

株　　主　　名 持　株　数 持株比率
千株 ％

近鉄グループホールディングス株式会社 25,487 63.1

株式会社日本カストディ銀行
(りそな銀行再信託分・近畿日本鉄道株式会社退職給付信託口) 1,445 3.6

株式会社奥村組 950 2.4

株式会社大林組 949 2.4

株式会社きんでん 942 2.3

近鉄共栄持株会 705 1.7

日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 676 1.7

株式会社竹中工務店 567 1.4

株式会社近鉄エクスプレス 515 1.3

株式会社三菱ＵＦＪ銀行 500 1.2

(4) 大株主

(注)　持株比率は、自己株式（61,491株）を控除して算出しております。
        なお、自己株式には「株式需給緩衝信託®」（株主名は「野村信託銀行株式会社（近鉄百貨店株式需給緩衝信託口）」）

が保有する当社株式は含めておりません。ただし、「１．企業集団の現況に関する事項（６）財産および損益の状況の推
移」に記載のとおり、会計上は企業会計の基準に準拠し、自己株式として会計処理をしております。

３．会社の新株予約権等に関する事項
　該当する事項はありません。
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地　　　位 氏　　　名 担当および重要な兼職の状況
代 表 取 締 役
取 締 役 会 長 髙松　啓二 株式会社きんでん取締役

代 表 取 締 役
取 締 役 社 長
社長執行役員

秋田　拓士

取 締 役
専務執行役員 尾原　謙治 総合企画本部、総務本部および業務本部担任

取 締 役
専務執行役員 吉田　　茂 営業政策本部および商業開発本部担任

百貨店事業本部長および外商統括本部長

取 締 役
常務執行役員 八木　　徹 業務本部長

取 締 役 小林　哲也
近鉄グループホールディングス株式会社取締役会長 グループＣＥＯ
近鉄不動産株式会社取締役
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス株式会社取締役
関西電力株式会社取締役

取 締 役 向井　利明 関西電力株式会社顧問

取 締 役 吉川　一三 住江織物株式会社相談役

取 締 役 廣󠄁瀬　恭子 株式会社広瀬製作所取締役社長

監査役(常勤) 長田　　宏 ※株式会社きんえい監査役

監査役(常勤) 辻　　　究

監 査 役 井上　圭吾 　アイマン総合法律事務所弁護士
※グンゼ株式会社監査役

監 査 役 若井　　敬 近鉄グループホールディングス株式会社取締役専務執行役員
　三重交通グループホールディングス株式会社監査役

４．会社役員に関する事項
(1) 取締役および監査役の氏名等（2023年２月28日現在）
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氏　　　名 新 旧

尾原　謙治 総合企画本部、総務本部および
業務本部担任

総合企画本部、業務本部および
監査部担任
総務本部長

吉田　　茂
営業政策本部および
商業開発本部担任
百貨店事業本部長および
外商統括本部長

商業開発本部担任
営業政策本部長、百貨店事業本部長
および外商統括本部長

(注) １．向井利明氏、吉川一三氏および廣󠄁瀬恭子氏は、社外取締役であります。
２．長田宏氏および井上圭吾氏は、社外監査役であります。なお、社外監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合

に備え、補欠監査役として門山龍彦氏が選任されております。
３．当社の社外役員は、それぞれ※を付した会社の社外役員を兼務しております。
４．当社は東京証券取引所に対し、向井利明氏、吉川一三氏、廣󠄁瀬恭子氏および井上圭吾氏を独立役員として届け出てお

ります。
５．当社は、会社法第427条第１項ならびに定款第28条および第36条の規定により、向井利明氏、吉川一三氏、廣󠄁瀬恭子

氏および井上圭吾氏との間で同法第423条第１項の賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく賠
償責任の限度額は、法令が定める額としております。

６．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結しております。当該
保険契約の被保険者の範囲は当社の取締役、監査役および執行役員であり、当該保険契約により、被保険者が会社の役
員としての業務につき行った行為または不作為に起因して保険期間中に損害賠償請求がなされたことにより、被保険者
が被る損害を、塡󠄀補することとしております。ただし、法令違反の行為であることを認識して行った行為に起因して生
じた損害は塡󠄀補されないなど、一定の免責事由があります。保険料は特約部分も含め当社が全額負担しております。

７．若井敬氏は、近鉄グループホールディングス株式会社および同社の子会社の経理部門において企業会計の実務に長年
にわたり携わっていることから、財務および会計に関する相当程度の知見を有する監査役であります。

８．取締役の異動
【新　任】2022年５月26日付
　取　締　役　　　　　　　　　　廣󠄁 瀬 恭 子
【退　任】2022年５月26日付任期満了
　取　締　役　　常務執行役員　　大 原 康 敬
　取　締　役　　常務執行役員　　中 川 勝 博
【担当変更】2022年５月26日付
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区　　　分 氏　　　名 主な活動状況

取締役

向井　利明

当期中に開催された取締役会10回中９回に出席し、経済人としての
豊富な経験に基づき、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。
また、当期中に開催された指名・報酬委員会に出席し、取締役の人
事、報酬について監督し助言を行うなど、社外取締役に期待する役
割を果たしております。

吉川　一三

当期中に開催された取締役会10回全てに出席し、経済人としての豊
富な経験に基づき、議案の審議に必要な発言を適宜行いました。ま
た、当期中に開催された指名・報酬委員会に出席し、取締役の人
事、報酬について監督し助言を行うなど、社外取締役に期待する役
割を果たしております。

廣󠄁瀬　恭子
2022年5月26日の取締役就任から当期末までに開催された取締役会
８回全てに出席し、経済人としての豊富な経験に基づき、議案の審
議に必要な発言を適宜行うなど、社外取締役に期待する役割を果た
しております。

監査役

長田　　宏
当期中に開催された取締役会10回、監査役会11回全てに出席し、企
業実務に関する豊富な経験に基づき、疑問点等を明らかにするため
適宜質問し意見を述べました。

井上　圭吾
当期中に開催された取締役会10回、監査役会11回全てに出席し、弁
護士としての立場から法的な疑問点等を明らかにするため適宜質問
し意見を述べました。また、当期中に開催された指名・報酬委員会
に出席し、取締役の人事、報酬について監督し助言を行いました。

(2) 社外役員に関する事項
①　重要な兼職先と当社との関係（2023年２月28日現在）

　当社は、井上圭吾氏が社外監査役に就任しているグンゼ株式会社との間に商品仕入等の取引関係
があります。
　上記以外の重要な兼職先と当社との間には記載すべき関係はありません。

②　当期における主な活動状況

③　当社の親会社または当社親会社の子会社（当社を除く。）から当期の役員として受けた報酬等の額
２百万円
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役員区分 総額（百万円）
内訳（百万円）

員数（名）
固定報酬 業績連動報酬

取　締　役 145 145 － 11

（うち社外取締役） (13) (13) (－) (3)

監　査　役 36 36 － 4

（うち社外監査役） (16) (16) (－) (2)

当社経常損失額 1,358百万円
１株当たり年間配当額 なし

(3) 報酬等に関する事項
①　報酬等の総額

(注) 当期中に退任した取締役２名に対する報酬が含まれております。
②　取締役の業績連動報酬の概要

ア．業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映し
た金銭報酬としております。当該指標を選択しているのは、当社事業活動の総合力を判断できる
指標として適切と考えられるためです。

イ．各事業年度の当社経常利益額および１株当たり年間配当額に応じて算出された額を月例の固定
報酬の支給にあわせて均等に分割して支給することとしております。

ウ．2022年６月の金額改定時に用いた第128期の指標は以下のとおりであります。なお、株主配当
が無配の場合、業績連動報酬の支給はありません。

③　株主総会決議の概要等
　取締役報酬については、2001年１月25日開催の臨時株主総会の決議により、金銭報酬額を月額
33百万円以内と定めており、当該株主総会終結時において取締役は11名であります。また、監査役
報酬については、2003年５月22日開催の定時株主総会の決議により、金銭報酬額を月額８百万円
以内と定めており、当該株主総会終結時において監査役は４名であります。
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④　取締役の個人別報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
ア．方針の決定方法
　　当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を2021年

２月24日開催の取締役会において決議しました。
イ．決定方針の内容の概要
a．基本方針

　　当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして十分に機能する
よう株主利益と連動した報酬体系とすることを基本方針とし、固定報酬および業績連動報酬によ
り構成しております。

b．固定報酬の個人別の報酬等の額の決定に関する方針
　　当社の取締役の固定報酬は月例の金銭報酬とし、各職責等に応じて、当社の業績など総合的に

勘案して決定するものとしております。
c．業績連動報酬の内容および額の算定方法の決定に関する方針

　　業績連動報酬は、事業年度ごとの業績向上に対する意識を高めるため業績指標（KPI）を反映し
た金銭報酬とし、各事業年度の当社経常利益額および１株当たり年間配当額に応じて算出された
額を月例の固定報酬の支給にあわせて均等に分割して支給するものとしております。

d．固定報酬の額または業績連動報酬の額の取締役の個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関
する方針

　　取締役の種類別の報酬（固定報酬、業績連動報酬）の割合については、業績連動報酬の額が業
績向上のインセンティブとして機能するよう、指名・報酬委員会において検討・協議することと
しており、代表取締役社長執行役員は指名・報酬委員会の答申内容を尊重し、当該答申で示され
た種類別の報酬割合の範囲内で取締役の個人別の報酬等の内容を決定することとしております。
なお、現時点での報酬等の種類ごとの比率の目安は、固定報酬：業績連動報酬＝80：20です
（KPIを100％達成の場合）。

⑤　取締役の報酬等の決定の委任に関する事項
　　取締役の個人別の報酬額の実額の決定については、取締役会で定めた取締役の報酬に関する規

程に基づき代表取締役社長執行役員秋田拓士がその具体的内容について委任を受けるものとし、
その権限の内容は、各取締役の固定報酬および業績連動報酬の額の配分としております。当該権
限が適切に行使されるよう、報酬の内容については指名・報酬委員会に諮問し答申を得るものと
し、代表取締役社長執行役員は当該答申の内容に従って決定しなければならないものとしており
ます。
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地　　　位 氏　　　名 担　　　当
上 席 常 務
執 行 役 員 中川　勝博 百貨店事業本部本店長

常務執行役員 長野　公俊 総合企画本部長

常務執行役員 宮﨑󠄀　幸一 商業開発本部長

常務執行役員 千原　昌和 百貨店事業本部奈良店長

常務執行役員 梶間　隆弘 営業政策本部長

執 行 役 員 北村　　浩 商業開発本部副本部長および上本町店長

執 行 役 員 吉川　和男 外商統括本部副本部長ならびに
外商本部長および法人外商本部長

執 行 役 員 首藤　恭子 商業開発本部橿原店長

執 行 役 員 杉野　欣一 商業開発本部副本部長

執 行 役 員 小山　　修 総務本部長、監査部担任

執 行 役 員 速水　正明 百貨店事業本部四日市店長

執 行 役 員 荻野　眞弓 営業政策本部副本部長

⑥　当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容が決定方針に沿うものであると取締役会が判断
した理由
　　取締役の個人別の報酬等の内容については、取締役会の定めた決定方針に従い、指名・報酬委

員会からの答申を受けた代表取締役社長執行役員が上記⑤の権限に基づき決定しております。な
お、指名・報酬委員会は決定された個人別報酬等の内容を確認のうえ、その確認結果を取締役会
に報告しておりますので、取締役会は、当該報酬等の内容は決定方針に沿うものであると判断し
ております。

(ご参考)
　執行役員（取締役兼務者を除く。）は次のとおりであります。

2023年２月28日現在
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会計監査人の報酬等の額 77百万円
当社および当社子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の
財産上の利益の合計額 81百万円

(注) 本事業報告に記載の金額および株式数は表示単位未満を切り捨て、比率等は表示桁未満を四捨五入して表示しております。

５．会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称

　有限責任 あずさ監査法人

(2) 当期に係る会計監査人の報酬等の額

(注) １．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査についてそれぞれ
の報酬等の額を区分しておりませんので、会計監査人の報酬等の額には金融商品取引法に基づく報酬等の額を含めてお
ります。

２．監査役会は、会計監査人および社内関係部門からの必要な資料の入手や報告の聴取を通じて、会計監査人の監査計画
の内容、前期の職務遂行状況、報酬見積りの算出根拠等を確認し検討した結果、適正な監査を実施するために妥当な水
準であると判断し、会計監査人の報酬等の額について同意いたしました。

(3) 非監査業務の内容
　該当する事項はありません。

(4) 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める事項のいずれかに該当すると判断した
場合には、会計監査人を解任する方針です。また、会計監査人の職務遂行状況その他の事情を勘案し
て、必要と認められる場合には、会計監査人の解任または不再任に関する株主総会提出議案の内容を決
定する方針です。
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連結計算書類

連結貸借対照表 （2023年２月28日現在） (単位：百万円)

科　目 金　額 科　目 金　額

（資産の部） （負債の部）
流動資産

現金及び預金
受取手形、売掛金及び契約資産
商品及び製品
仕掛品
原材料及び貯蔵品
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産

建物及び構築物
機械装置及び運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
建設仮勘定

無形固定資産
投資その他の資産

投資有価証券
長期貸付金
敷金及び保証金
退職給付に係る資産
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

26,224
3,243

11,717
6,311

167
34

4,771
△21

92,118
67,143

 36,167
 972

 1,801
 27,554

 633
 15

 2,679
 22,295
 4,148

38
 9,953
 4,490
 2,943

 789
△ 67　

流動負債  77,484
支払手形及び買掛金  18,310
短期借入金  10,256
リース債務 266
未払金  2,521
未払法人税等  394
契約負債 20,819
商品券  7,733
預り金  10,222
賞与引当金  168
商品券等引換損失引当金  5,740
その他  1,050

固定負債  6,272
長期借入金  2,328
リース債務  6
長期預り敷金保証金  3,293
退職給付に係る負債  531
資産除去債務  69
その他  43

負債合計  83,756
（純資産の部）
株主資本  32,848

資本金 15,000
資本剰余金 8,962
利益剰余金  9,755
自己株式 △ 870

その他の包括利益累計額  1,738
その他有価証券評価差額金  1,342
退職給付に係る調整累計額  395

純資産合計  34,586
資産合計  118,343 負債純資産合計  118,343

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結損益計算書 （2022年３月１日から2023年２月28日まで） (単位：百万円)

科　目 金　額

売上高 107,848
売上原価 54,408

売上総利益 53,440
販売費及び一般管理費 51,873
営業利益 1,566

営業外収益

受取利息及び配当金 102
その他 1,748 1,851

営業外費用

支払利息 81
その他 1,390 1,471

経常利益 1,945
特別利益

投資有価証券売却益 146 146
特別損失

固定資産除却損等 153 153
税金等調整前当期純利益 1,938
法人税、住民税及び事業税 342
法人税等調整額 △ 297 45
当期純利益 1,893
親会社株主に帰属する当期純利益 1,893

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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計算書類

貸借対照表 （2023年２月28日現在） (単位：百万円)

科　目 金　額 科　目 金　額
（資産の部） （負債の部）
流動資産
現金及び預金
受取手形
売掛金
商品
貯蔵品
前払費用
短期貸付金
未収入金
その他
貸倒引当金

固定資産
有形固定資産
建物
建物附属設備
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品
土地
リース資産
無形固定資産
借地権
ソフトウエア
ソフトウエア仮勘定
その他

投資その他の資産
投資有価証券
関係会社株式
長期貸付金
敷金及び保証金
長期前払費用
前払年金費用
繰延税金資産
その他
貸倒引当金　

21,802
2,798
25

10,602
4,832
32

1,152
361
959
1,054
△17

89,456
64,378
15,828
18,642
298
33
1

1,739
27,201
633
2,599
387
1,983
201
26

22,477
4,075
1,727
35

9,802
151
3,854
2,565
328
△63 　

流動負債 76,184
買掛金 17,082
短期借入金 8,172
リース債務 266
未払金 2,563
未払費用 316
未払法人税等 314
未払消費税等 301
契約負債 735
前受金 106
商品券 7,733
預り金 32,851
商品券等引換損失引当金 5,740

固定負債 5,682
長期借入金 2,328
リース債務 6
長期預り敷金保証金 3,293
資産除去債務 15
その他 38

負債合計 81,867
（純資産の部）
株主資本 28,047
資本金 15,000
資本剰余金 9,062
資本準備金 5,000
その他資本剰余金 4,062
利益剰余金 4,855
その他利益剰余金 4,855
繰越利益剰余金 4,855

自己株式 △870
評価・換算差額等 1,343

その他有価証券評価差額金 1,343
純資産合計 29,391

資産合計 111,258 負債純資産合計 111,258
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損益計算書 （2022年３月１日から2023年２月28日まで） (単位：百万円)

科　目 金　額

売上高 91,155

売上原価 39,537

売上総利益 51,618
販売費及び一般管理費 50,721

営業利益 896
営業外収益

受取利息及び配当金 299

その他 1,827 2,127

営業外費用

支払利息 363

その他 1,553 1,916

経常利益 1,107
特別利益

投資有価証券売却益 146 146

特別損失

固定資産除却損等 173 173

税引前当期純利益 1,080
法人税、住民税及び事業税 △112

法人税等調整額 △295 △407

当期純利益 1,487
(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。
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監査報告

有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員 公認会計士 原　田　大　輔業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 和　田　安　弘業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 安　田　智　則業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2023年４月10日

株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店
　　取締役会　御中

　　監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社近鉄百貨店の2022年3月1日から2023年2月28日まで
の連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表
について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会
社近鉄百貨店及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点に
おいて適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業
倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たし
ている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載
内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容
と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのよう
な重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表
示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営
者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要
がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示が
ないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明すること
にある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決
定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の
実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、
継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付け
る。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を
喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事
項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、
将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどう
かとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会
計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対し
て責任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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有限責任 あずさ監査法人
大阪事務所
指定有限責任社員 公認会計士 原　田　大　輔業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 和　田　安　弘業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員 公認会計士 安　田　智　則業 務 執 行 社 員

独立監査人の監査報告書
2023年４月10日

株 式 会 社 近 鉄 百 貨 店
　　取締役会　御中

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社近鉄百貨店の2022年3月1日から2023年2月28日
までの第129期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにそ
の附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算
書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当
監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫
理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法
人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することに
ある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行
を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内
容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と
計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重
要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告する
ことが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査報告
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示
することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が
必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを
評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要があ
る場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がな
いかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにあ
る。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影
響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家として
の判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠
を入手する。

・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連
する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。
継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起す
ること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を
表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象
や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重
要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並び
に監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じ
ている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書

　当監査役会は、2022年３月１日から2023年２月28日までの第129期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査
役から監査の方法および結果の報告を受け、審議した結果、全員一致の意見により次のとおり報告いたします。

１．監査役および監査役会の監査の方法およびその内容
(1) 監査役会は、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況および結果について報告を受けるほか、取締役等お

よび会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査計画等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎通を図り、情

報の収集および監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求め、重要な決裁書類等を閲覧し、主要な事業所において業務および財産の状況を調査いたしました。また、子会
社については、子会社の取締役および監査役等と意思疎通および情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業
の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令および定款に適合することを確保するための体制その他企業
集団の業務の適正を確保するために必要な体制の整備に関する取締役会決議の内容および当該決議に基づき整備さ
れている体制（内部統制システム）について、取締役および使用人等からその構築および運用の状況について報告
を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③事業報告に記載されている親会社との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意し
た事項および当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由については、取
締役会その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視および検証するとともに、随時会計
監査人から監査に関する報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正
に行われることを確保するための体制」を企業会計審議会が定める「監査に関する品質管理基準」等に従って整備
している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告およびその附属明細書、計算書類およびその附属明細書ならびに連
結計算書類について検討いたしました。

監査役会の監査報告
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２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果
①事業報告およびその附属明細書は、法令および定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②取締役の職務の執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③内部統制システムに関する取締役会決議の内容は、相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する
事業報告の記載内容および取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④事業報告に記載されている親会社との取引について、当該取引をするに当たり当社の利益を害さないように留意し
た事項および当該取引が当社の利益を害さないかどうかについての取締役会の判断およびその理由について、指摘
すべき事項は認められません。

(2) 計算書類およびその附属明細書の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法および結果は、相当であると認めます。

(3) 連結計算書類の監査結果
　会計監査人有限責任あずさ監査法人の監査の方法および結果は、相当であると認めます。

　　2023年４月10日

株式会社近鉄百貨店　　監査役会
監査役（常勤） 長　田　　　宏 ㊞
監査役（常勤） 辻　　　　　究 ㊞
監　査　役 井　上　圭　吾 ㊞
監　査　役 若　井　　　敬 ㊞

（注）監査役長田宏および同井上圭吾は、社外監査役であります。

（以　上）
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会 場
大阪市阿倍野区松崎町１丁目２番８号

都シティ 大阪天王寺
6階 吉野の間

交通機関
[ 近　鉄 ]
｢大阪阿部野橋駅｣地下東改札を出て
都シティ 大阪天王寺 地下入口へ

[ 地下鉄 ]
｢天王寺駅｣御堂筋線東改札を出て
都シティ 大阪天王寺 地下入口へ

[ Ｊ　Ｒ ]
｢天王寺駅｣東口を出て横断歩道を渡り
都シティ 大阪天王寺 正面入口へ

今後の状況により、会場の変更等、株主総会の運営に大きな変更が生じた場合は、
インターネット上の当社ウェブサイト （https://www.d-kintetsu.co.jp/corporate/ir/soukai.php）
に掲載いたしますので、事前にご確認くださいますようお願い申しあげます。
　

株式会社近鉄百貨店 見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています。


